
第１回 東小学校・西小学校・旭小学校 統合地域協議会 次第 

 

令和３年５月２７日（木）午後６時３０分から 

             伊東市役所８階大会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 教育長あいさつ 

 

４ 参加者自己紹介 

 

５ 議  事 

⑴ 委員長・副委員長の選出 

⑵ 協議会及び各部会の進め方・協議事項・スケジュール等説明 

 ⑶ ３校 PTAが実施したアンケートの結果について 

 ⑷ 教育委員会からの提案（校名・校歌・校章） 

 ⑸ 通学方法検討のためのアンケート実施について 

 ⑹ 各部会顔合わせ 

⑺ 次回協議会、総務部会開催日程について 

 ⑻ その他（協議会・部会での協議事項に対する要望など） 

   

６ 事務局より諸般の報告 

 

７ 閉  会                         

      



第１回東小・西小・旭小 統合地域協議会 資料① 

 
東小学校・西小学校・旭小学校 学校統合地域協議会 委員名簿 

 
委員長：         副委員長： 

（掲載は要綱第３条の区分順・敬称略） 

 要綱第３
条の区分 

役職 氏名 部会 備考 

１ 

統合対象校

の保護者の 

代表 

東小学校 PTA 前 田 光 利 総務  

２ 東小学校 PTA 小 柴 さやか ＰＴＡ  

３ 東小学校 PTA 山 田 昌 司 ＰＴＡ  

４ 西小学校 PTA 太 田 昌 玄 総務  

５ 西小学校 PTA 鈴 木 隆一郎 総務  

６ 西小学校 PTA 松 下 佳代乃 ＰＴＡ  

７ 旭小学校 PTA 大須賀 隆 司 総務  

８ 旭小学校 PTA 小 林 耕 宇 総務  

９ 旭小学校 PTA 鈴 木 和 人 ＰＴＡ  

１０ 

統合対象校

区の地域住 

民代表 

湯川区（西小学区） 原   崇 総務  

１１ 松原区（西小学区） 三 島 正 行 総務  

１２ 玖須美区（東小学区） 鈴 木 章 弘 総務  

１３ 新井区（東小学区） 増 田 直 一 総務  

１４ 岡区（旭小学区） 初鹿野 勲 総務  

１５ 鎌田区（旭小学区） 木 田 英 雄 総務  

１６ 

統合対象校

代表 

東小学校校長 飯 田 俊 光   

１７ 東小学校教頭 後 藤 亜希子   

１８ 東小学校教務主任 藤 本 貴 博   

１９ 西小学校校長 小 形 丈 晴   

２０ 西小学校教頭 室 野 良 寛   

２１ 西小学校教務主任 末 吉 浩 嗣   

２２ 旭小学校校長 濵 村 幸 美   

２３ 旭小学校教頭  力 石 真 弓   

２４ 旭小学校教務主任  牧 野 展 子   

２５ 有識者  稲 葉 雅 之  
元教育問題懇話

会委員 

（委員任期） 第１回会議の日から東小学校・西小学校・旭小学校の統廃合に係る諸課題の検討及

び協議に関する事務が終了する日までの間 

 

教育長 髙橋 雄幸  教育部長 岸  弘美 

（事務局）   教育総務課 次長 相澤和夫 ・ 課長補佐 佐々木清行 ・ 主事 長津雅也 

教育指導課 課長 多田真由美・ 指導主事 森田まり 



東小学校・西小学校・旭小学校 学校統合地域協議会 委員名簿（部会別） 
部会
名 

  
役職 氏名 備考 

総務

部会 

１  東小学校 PTA 前 田 光 利  

２  西小学校 PTA 太 田 昌 玄  

３  西小学校 PTA 鈴 木 隆一郎  

４  旭小学校 PTA 大須賀 隆 司  

５  旭小学校 PTA 小 林 耕 宇  

６  湯川区（西小学区） 原   崇  

７  松原区（西小学区） 三 島 正 行  

８  玖須美区（東小学区） 鈴 木 章 弘  

９  新井区（東小学区） 増 田 直 一  

11  岡区（旭小学区） 初鹿野 勲  

12  鎌田区（旭小学区） 木 田 英 雄  

13 部会長 西小学校校長 小 形 丈 晴  

14 副部会長 東小学校校長 飯 田 俊 光  

15 副部会長 旭小学校校長  濵 村 幸 美  

PTA 

部会 

１  東小学校 PTA 小 柴 さやか  

２  東小学校 PTA 山 田 昌 司  

３  西小学校 PTA 松 下 佳代乃  

４  旭小学校 PTA 鈴 木 和 人  

５ 部会長 東小学校教頭 後 藤 亜希子  

６  東小学校教務主任 藤 本 貴 博  

７ 副部会長 西小学校教頭 室 野 良 寛  

８  西小学校教務主任 末 吉 浩 嗣  

９ 副部会長 旭小学校教頭  力 石 真 弓  

10  旭小学校教務主任  牧 野 展 子  

学校

教育

部会 

１ 副部会長 東小学校校長 飯 田 俊 光  

２  東小学校教頭 後 藤 亜希子  

３  東小学校教務主任 藤 本 貴 博  

４ 副部会長 西小学校校長 小 形 丈 晴  

５  西小学校教頭 室 野 良 寛  

６  西小学校教務主任 末 吉 浩 嗣  

７ 部会長 旭小学校校長 濵 村 幸 美  

８  旭小学校教頭  力 石 真 弓  

９  旭小学校教務主任  牧 野 展 子  

 



第１回東小・西小・旭小 統合地域協議会資料② 

 伊東市教委告示第１３号 

 伊東市立小・中学校統合地域協議会設置要綱を次のように制定する。 

 

  令和元年９月２４日 

伊東市教育委員会 

教育長 髙 橋 雄 幸  

伊東市立小・中学校統合地域協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 伊東市立小・中学校の規模及び配置の適正化に向けた基本方針に基づく、小・中

学校の統廃合に係る諸課題について検討及び協議するため、統廃合となる学校の組合せ

ごとに学校統合地域協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 小・中学校の統廃合に係る諸課題の検討及び協議に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、学校統廃合に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、統廃合の対象となる小・中学校（以下「統合対象校」という。）

ごとに次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 統合対象校の保護者の代表 若干名 

⑵ 統合対象校区の地域住民代表 若干名 

⑶ 統合対象校代表 校長及び教頭 

⑷ その他教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する所掌事務が終了する日までの間とする。 

２ 委員が欠けたときは、これを補充しなければならない。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 協議会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の中から互選する。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 



第６条 協議会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は資料の

提出を求め、その意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 協議会に、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、第２条に定める事項について、調査検討を行い、その結果を協議会に報

告するものとする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、教育総務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、制定の日から施行する。 



第１回東小・西小・旭小 統合地域協議会資料③ 

  

東小学校・西小学校・旭小学校 統合地域協議会の進め方 

 

１ 統合地域協議会の進め方 

 ⑴ 協議会は３か月に１回の開催を予定しています。 

⑵ 部会は総務・ＰＴＡ・学校教育の３部会とし、構成部員は協議会委員を兼ねます。 

⑶ 各部会は、協議会で決定した協議期限までに部会長の招集により随時開催します。 

⑷ 各部会にて、それぞれ担当する分野について検討、案を作成し、協議会にて協議の上決

定をします。 

⑸ 協議会及び各部会の事務局は教育委員会が行い、進捗状況を保護者向けおたよりにて定

期的に報告します。 

⑹ 各部会での検討内容は、令和３年度から実施が必要な事項を優先的に議論します。 

 

２ 部会の進め方 

 ⑴ 各部会長の招集により開催 

  ※ 総務部会、PTA部会の開催日程及び場所の調整並びに開催の案内は、事務局（教育総務

課）で行います。 

 ⑵ 「部会で協議する主な内容」（裏面）に示す内容を中心に検討・案の作成を行います。 

 ⑶ 部会は、協議会の間に開催しますが、その開催回数は協議する検討内容の進捗によるた 

め、一つの検討項目に対して複数回の開催になることもあります。 

 ⑷ 学校教育部会は、３学校間で随時開催し、その進捗や計画案等を協議会に報告・諮るも

のとします。 

 

３ 部会開催イメージ図（総務部会、通学方法検討の場合）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回統合地域協議会 

第２回統合地域協議会 

令和 3年 5月下旬 

令和 3年 9月上旬 

第３回統合地域協議会 令和 3年 12月上旬 

第１回総務部会（令和３年７月） 

通学に関するアンケート結果等を基にした通学方

法案の教育委員会提案（部会員意見聴取） 

協議会に報告 

第２回総務部会（令和３年１０月） 

協議会での意見を基に通学方法案の修正 

第３回総務部会（令和３年１１月） 

修正案による事前交流を活用した実証等検討 

協議会に報告 

※ 検討内容、部会開催時期、開催回数は参考 



部会で協議する主な内容（案） 
 

１ 総務部会（部会長：西小学校校長  副部会長：東小学校校長、旭小学校校長） 

検討項目 検討内容 

校名・校歌・校章 統合後学校の校名・校歌・校章を検討し、協議会に諮る 

通学方法 
教育委員会の提案内容を基に部会員の意見を反映・修正を行い、案を作

成し協議会に諮る 

経済的援助 通学方法確立に伴う、家庭の経済的負担軽減策を検討 

通学路 
３校が行ってきた通学路点検の内容等を踏まえ、新たな通学路に対して

必要な対策・実施時期を検討 

その他 上記以外に検討が必要と判断される内容 

 

２ PTA部会（部会長：東小学校教頭  副部会長：西小学校教頭、旭小学校教頭） 

検討項目 検討内容 

規約 ３校の規約を基に新たな規約の検討 

組織 ３校 PTA組織編制を基に新たな組織編制を検討 

活動内容  ３校の PTA活動内容を基に統合後の PTA活動検討 

財産 ３校 PTA財産等の調整 

その他 上記以外に検討が必要と判断される内容 

 

３ 学校教育部会（部会長：旭小学校校長  副部会長：東小学校校長、西小学校校長） 

検討項目 検討内容 

事前交流 令和３年度、４年度に実施する事前交流の時期・内容等検討 

心のケア 事前交流以外の統合前後における、児童の心のケアに対する対応検討 

学校レイアウト 統合後学校の教室配置等レイアウト検討 

支援学級 

通級指導教室 

 統合後の特別支援学級、通級指導教室等に対する対応検討 

学校行事  ３校の行事内容を基に統合後の学校行事検討 

教育目標・課程 ３校の教育目標・課程を基に統合後の目標等検討 

各種計画 
３校の計画を基に統合後の計画を検討 

（防災計画など） 

その他 上記以外に検討が必要と判断される内容 

※ 学校教育部会は、細部の調整が必要な場合、学校担当者間での協議を別に行うこととする。 

※ 太枠は直近で協議すべき項目 

 

※ 太枠は直近で協議すべき項目 

備考：学童に関する協議、各校の閉校に関する事業（閉校式など）については、協議会とは別

に協議を行うこととし、適宜協議会に進捗報告を行うこととします。 



東小・西小・旭小の統合に向けたスケジュール
令和５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 4月

保護者向け
対応

未就学児
向け対応

地域向け
対応

令和５年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 4月

学校行事等
合同入
学説明
会

各校閉
校

開校式

地域協議会

総務部会
　（校名）

総務部会
　（通学）

PTA部会

学校教育
部会

学童

閉校等

事務部会

令和４年度

令和３年度 令和４年度

令和３年度

教育委員会

統合地域協議会

立ち上げ準備

《定例会》

学校設置

条例の一

部改正案

第１回

協議会

第２回

協議会

第３回

協議会

第４回

協議会

第５回

協議会

第６回

協議会

令和3年度～令和４年度事前交流計画の作成

（交流の実施後、適宜修正を図る）

県教委との協議（スケジュール・教職員加配要望 等）

新年度予算編成

校名・施設修繕・通学・閉校関係など

記念誌資料収集

通学支援策に基づく、補助金要綱の改正

式典次第・出席者原案

記念品選定

原稿校正 印刷発注

記念誌・記

念品納品

式典招待

状発送

記念品発注

通学に関するアンケート実施

校名・校歌・校章の検討（教育委員会提案や公募など手法の決定）

３校PTAの組織編制や活動内容の確認・共有 PTA組織、規約、活動内容、役員選出方法等決定新たなPTAの組織、規約、活動内容、役員選出方法等を検討 PTA役員選出、令和５年度組織編制

アンケート結果を基にした、通学方法素案の提出

素案に対する意見集約
事前交流による通学状況を踏まえた通学方法修正

通学に関することの詳細決定

通学路の最終確認

備品、図書、文書等確認

移動、譲渡、廃棄物の確認・リスト作成

統合を見据え、３校で購入する消耗品・備品を調整する

移動、廃棄の準備

譲渡備品の他校紹介、日程調整
譲渡・廃棄の実施、移動物品の設置場所確認

引っ越し作業の行程確認
引っ越し実施

教育目標・教育課程・行事計画・防災計画、事前交流以外の子どものケア対応策などを検討 → 随時協議会へ報告 → 協議会での意見を反映 → 各種内容の決定

これまでの通学路点検内容確認 通学路要対応箇所に対する対応案検討

統
合
後
の
学
校
及
び
児
童
支
援

新年度予算編成

通学支援策

《議会》

学校設置

条例の一

部改正案

第７回

協議会
第８回

協議会

新たな通学路の要対応箇所検討

送迎に対する対応（ロータリー等）検討

随時、伊東市HP、学校お便り、回覧板などを活用し、進捗の周知を図る

随時、伊東市HP、学校お便り、回覧板などを活用し、進捗の周知を図る

随時、伊東市HP、学校お便り、回覧板などを活用し、進捗の周知を図る

補正予算編成

協議により要対応となった事項

校名等変更による影響範囲確認（校旗など）

公募の場合、実施手法検討 公募実施 校名・校歌・校章 決定

事前交流実施、交流後のアンケート実施・取りまとめ

必要に応じて、統合先の東小学校校舎内見学実施

バス路線調整又は専用バス運行委託等の協議

意見を踏まえた素案修正

送迎に対する対応（ロータリー等）実施

校名等変更による影響部分への対応検討 校名等変更による影響部分への対応実施

３校学童の意見聴取・取りまとめ
統合後のあり方検討

統合後学校の使用可能範囲確認
統合後学校における学童のあり方、方向性の決定

決定した内容に伴い、必要な修繕等実施

統合後学校の学童における組織編制、規約、給与等調整

各校、閉校等に関する検討組織の立ち上げ 川奈小の例や他市事例を参考に実施する内容検討

総合教育会議

（進捗報告・情報共有）

総合教育会議

（進捗報告・情報共有）

式典日

程調整

通学路への対応実施

県立特別支援学校・市立特別支援学級等のあり方検討
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教育委員会からの提案事項 

 

 統合に伴う学校名・校歌・校章の扱いについて 
   

統合に伴う校名等の扱いに関する教育委員会の現在の考え方は以下のとおりです。 

 

提案内容 

校名：「伊東小学校」とする 

校歌：西小学校（伊東尋常高等小学校）の校歌を継承する。 

校章：３校の校章をベースに新学校校章を作成する。 

 

（提案理由） 

 ・ ３校の歴史を紐解きますと、明治 29 年（1896 年）にできました伊東尋常高等

小学校（通称「伊東小学校」）が３校のルーツとなっており、その後、西小学校と

東小学校に分かれ、更に西小学校が旭小学校と別れた形となっております。 

   ３校が一つとなる新たな学校においては、３校の教育目標（東小「心豊かでた

くましく 共に高め合う東っこ」、西小「楽しい学校（確かな学び 豊かな心 す

こやかな体）」、旭小「こころを磨き かしこさを身に付け たくましく生きる子」）

に込められた思いなどを引き継ぎつつ、伊東市の中心地の子どもたちが一堂に会

する学校となる点、明治・大正・昭和・平成・令和と、先人たちの学び舎から将

来の伊東市を担う子どもたちの学び舎へのつながりを意識し、今回の統合に当た

っては、校名を「伊東小学校」とすることを提案します。 

 
  

・ 校歌についても、校名の提案と同理由により伊東尋常高等小学校において制定

された現西小学校の校歌を継承することを提案します。 

 
 

・ 校名、校歌により明治からのつながりを表しつつ、３校が一つの学校として新

たなスタートを切ることを意識し、校章については３校の校章をベースに新たな

校章を作成し、新学校としての想いを込めることを提案します。 
 

 

 

今後、総務部会にて上記提案を含め協議していきたいと考えております。 
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参考資料 
 

東小学校・西小学校・旭小学校の概要 

１ 東小学校 

学区 

松 原（渚町の一部・銀座元町の一部） 

玖須美（芝町・静海町・和田１の一部・和田２・竹の台・竹の内１・竹

の内２の一部・物見が丘・大原・玖須美元和田の一部） 

新 井（全域） 

岡 （馬場町・音無町・岡の一部） 

校地 総面積 ２０，３７１㎡ 

校舎面積   ６，９７４㎡ 

運動場面積  ８，５７５㎡ 

体育館面積  １，５２２㎡ 

築年数 校舎： 昭和５４年１２月  体育館： 平成８年１０月 

学級・児童数 

R3.5.1 時点 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 計 

学級数 １ １ １ １ １ １ ２ ８ 

児童数 ２７ ２１ ３１ ３１ ２９ ３２ １０ １８１ 

 

２ 西小学校 

学区 

湯 川（全域） 

松 原（松原・松原本町・東松原町・松川町・猪戸・中央町・松原湯端

町・渚町の一部・銀座元町の一部） 

玖須美（和田１の一部・竹の内２の一部） 

岡 （岡の一部・寿町・宝町・幸町・岡広町・末広町・弥生町・桜木

町） 

校地 総面積 １４，９４７㎡ 

校舎面積   ８，６３０㎡ 

運動場面積  ５，４５３㎡ 

体育館面積  １，２１３㎡ 

築年数 校舎： 昭和４９年８月  体育館： 平成２７年３月 

学級・児童数 

R3.5.1 時点 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 計 

学級数 １ １ １ ２ ２ ２ ５ １４ 

児童数 ３３ ３４ ３０ ５０ ４４ ４３ ３０ ２６４ 

 

  



３ 旭小学校 

学区 
岡 （広野・湯田町・瓶山・岡の一部） 

鎌 田（桜ガ丘・南町・宮川町ほか鎌田全域） 

校地 総面積 ２８，９００㎡ 

校舎面積   ６，１３８㎡ 

運動場面積  ６，９７３㎡ 

体育館面積    ７９５㎡ 

築年数 校舎： 昭和４８年※４月  体育館： 昭和４８年※４月 

学級・児童数 

R3.5.1 時点 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 計 

学級数 １ １ １ ２ １ １  ７ 

児童数 ３２ ２９ １８ ３６ ２７ ２９  １７１ 

※竣工時期はこの前後となりますが、便宜上旭小の創立時期の４月としています。 

 

４ 東小・西小・旭小３校の設立経過 
 

（下の表は、伊東市史叢書『伊東の学校の歴史』の中から、３校の設立に関する掲載内容を

表にまとめたものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東小学校 西小学校 旭小学校 

1874年 (明 6) 
・伊東各地で一斉に小学校が出来る。 

（例 宇佐美：宇佐美学舎、湯川・松原：湯川学校、和田・竹ノ内・新井・岡・鎌田：克明学舎など） 

1892年 (明 25) ・伊東村立伊東高等小学校が現在の松川藤の広場に設置される。 

1896年 (明 29) ・注伊東高等小学校と伊東尋常小学校が合併し、伊東尋常高等小学校となる。通称「伊東小学校」 

1909年 (明 42) ・伊東尋常高等小学校を現在の西小学校の位置に移転 

1930年 (昭 3) ・伊東尋常高等小学校の校歌制定（当時の校長が木下杢太郎に依頼） 

1930年 (昭 5) 
・伊東尋常高等小学校の分教場を物見

ヶ丘に設置（主に高等科） 
 

1939年 (昭 14) 
・物見ヶ丘分教場が伊東東尋常高等小

学校として独立して開校 

・本校を伊東西尋常小学校に改称 

・校歌は、木下杢太郎作詞の伊東小学校の校歌を継承 

1941年 (昭 16) ・伊東町立東国民学校に改称 ・伊東町立西国民学校に改称 

1947年 (昭 22) 
・伊東市立東小学校に改称 ・伊東市立西小学校に改称 

市制施行 

1951年 (昭 26) ・一般公募により校歌制定  

1973年 (昭 48)   ・西小より分離独立して旭小学校が開校 

1977年 (昭 52)   ・校歌発表会で校歌を制定 

注）明治初め、小学校が出来た時から普通の小学校を尋常小学校と言ったが、明治 19年に尋常小学４年の上に高等小学校４年までの制度が出来た。 
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裏面に続く 

３校（東小・西小・旭小）統合に向けたバス通学に関する保護者アンケート（案） 

 

アンケート対象者 各位 

（３校保護者・未就学児保護者） 

伊東市教育委員会  

 

 学校統合後の安全な通学実現のため、下記のとおり通学に関するアンケートにご協力を

お願いします。 

 

１ アンケートの対象者 

  令和５年度に小学校１年生から６年生のお子さんがいるご家庭で東小・西小・旭小統

合後の新学校（場所は現在の東小学校）に通うこととなるご家庭 

 ※ ３校統合後の新学校以外に進学する予定の未就学児保護者の方は対象外となります。 

 

２ アンケート内容 

  バス通学の手法（条件１、条件２）ごとに利用有無の回答をお願いします。  

  条件１の場合は利用するバス停についても回答お願いします。 

  該当児童が複数人いる世帯については、児童１人につき１枚ずつ記入してください。 

アンケート 

回答世帯の児童の学校（園）・学年（令和３年４月時点） 

 【     】学校 ・ 【     】幼稚園 ・ 【     】保育園 

  【   】年生 ・ 年長 ・ 年中 ・ 年少 

 

条件１ 既存の路線バスを利活用する。 

（一般客も乗降するが、各バス停で乗降が可能） 

 【前提条件】 

 ※ バスダイヤや運行本数に不足がある場合、増便等を検討します。 

 ※ 旭小学区の場合は、東小への直通路線バスを新設できたと仮定します。 

 ※ 路線バス利用により生じる通学費は市が援助することと仮定します。（援助割合に

ついては、仮に全額市の負担とします。） 

 

条件１の場合、路線バスを      

利用する ・ 利用しない ・ その他（               ） 

自宅周辺の利用するバス停 【          】 

例：自家用車で送迎予定  



 

 

条件２ 専用バスを用意し、特定の場所と東小をピストンで運行する。 

  西小学区の場合：伊東駅周辺又は西小周辺 ～ 東小 でのピストン運行 

  旭小学区の場合：旭小周辺又は鎌田中心部 ～ 東小 でのピストン運行 

 【前提条件】 

 ※ ピストン運行のため、１台～２台での運行となります。（乗車人数が多かった場合、

２０分程度の待ち時間が生じます。） 

 ※ 運行ダイヤは今後調整としますが、朝２便、夕方２便程度を想定してください。 

 ※ 専用バス利用に保護者負担は生じないと仮定します。 

条件２の場合、専用バスを      

利用する ・ 利用しない ・ その他（               ） 

 

その他、バス利用に関する要望（自由記述欄） 

 

 

 

 

【本アンケートの注意点】 

 本アンケートに記載されている前提条件については、現時点での仮条件であり、記載内

容を確約するものではありません。本アンケートの結果をより良い通学方法確立につなげ

ていく目的となります。 

 

参考資料：東海バス路線図（令和３年４月時点） 

 

例：自家用車で送迎予定  


